
厚生労働省 岐阜労働局

雇用環境・均等室

同一労働同一賃金の取組

令和７年11月17日（月） 令和7年度「労働者派遣事業適正化研修会（派遣元対象）」

〠500-8723 岐阜市金竜町５－13 岐阜合同庁舎４階/電話 058-245-1550

白いバックグラウンドのスクリーンショットAI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。

「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」と
「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」

リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法の概要」

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815524.pdf
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1. パートタイム・有期雇用労働者等の

非正規雇用労働者の動向



正規雇用労働者と非正規雇用労働者の推移

3

労働政策審議会「令和７年９月12日第24回同一労働同一賃金部会 参考資料１」から



一般労働者（フルタイム）の雇用形態別賃金及び雇用形態間賃金格差の推移
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労働政策審議会「令和７年９月12日第24回同一労働同一賃金部会 参考資料１」から



不本意非正規雇用労働者の推移（性別・年次）
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労働政策審議会「令和７年９月12日第24回同一労働同一賃金部会 参考資料１」から



パート・有期社員の待遇の見直し（新設・拡充等）の具体的内容
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労働政策審議会「令和７年９月12日第24回同一労働同一賃金部会 参考資料１」から



2. パートタイム・有期雇用労働法のポイント

① 不合理な待遇差の禁止

② 労働者に対する待遇に関する説明義務



2. パートタイム・有期雇用労働法のポイント

① 不合理な待遇差の禁止

② 労働者に対する待遇に関する説明義務

「待遇」とは、基本給、賞与、手当など賃金だけでなく、

福利厚生や教育訓練など「全ての待遇」を指します。

パートタイム・有期雇用労働法 第８条＝均衡待遇

第９条＝均等待遇



不合理な待遇差の禁止：法第８条＝均衡待遇
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不合理な待遇差の禁止：法第９条＝均等待遇
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不合理な待遇差の禁止：同一労働同一賃金ガイドライン（指針）
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法第８条「均衡待遇」、法第９条「均等待遇」の具体的な考え方 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

「同一労働同一賃金ガイドライン」（短時間・有

期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇

の禁止等に関する指針）は、正社員と非正規雇用労

働者（パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣

労働者）との間で、待遇差が存在する場合に、いか

なる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差

が不合理なものでないのか、原則となる考え方及び

具体例を示したものです。原則となる考え方が示さ

れていない待遇や具体例に該当しない場合について

は、各社の労使で個別具体の事情に応じて議論して

いくことが望まれます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html


2. パートタイム・有期雇用労働法のポイント

① 不合理な待遇差の禁止

② 労働者に対する待遇に関する説明義務

パートタイム・有期雇用労働者から求めがあったときには

「正社員との待遇差の内容や理由」などの説明を。

パートタイム・有期雇用労働法 第14条 説明義務



労働者に対する待遇に関する説明義務：法第14条（その１）
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労働者に対する待遇に関する説明義務：法第14条（その２）
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労働者に対する待遇に関する説明義務：法第14条（その３）
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労働者に対する待遇に関する説明義務：法第14条（その４）
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3. 同一労働同一賃金の実現のための支援策
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（参考）ぎふ働き方改革推進支援センター
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同一労働同一賃金の取組を支援するための訪問コンサルティングも行っています。

〇開設時間：平日 午前9時～午後5時

〇連絡先（フリーダイヤル）：0120-226-311

電話：058-201-2470 FAX:058-201-2471

〇E-mail gifu@workstylereform.net

〇所在地 〒500-8847

岐阜市金宝町2-5 國井ビルディング5階

〇ホームページ

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/gifu/

（厚生労働省働き方改革特設サイト内「ぎふ働き方改革推進支援センター」ページ）

ぎふ働き方改革推進支援センター

令和７年度開設状況

mailto:gifu@workstylereform.net
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/gifu/


4. アンケートのおねがい
日頃より、厚生労働行政の推進に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。
本日は、パートタイム・有期雇用労働法における同一労働同一賃金の取組について説明をお聞きいただき、誠にありがとうござい

ました。
今後の取組の参考にさせていただくため、本日の説明等に関するアンケートにご回答くださいますよう、ご協力をお願いします。
アンケートは、厚生労働省サイト内に設けたアンケートフォームからご回答ください。いただいた回答の内容は、厚生労働省雇用

環境・均等局有期・短時間労働課及び管轄労働局においてのみ統計的に活用し、外部に公表されることは一切ありません。

アンケートはこちらから。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60271.html

https://forms.office.com/r/9mkaJAFfLi
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60271.html
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